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第１回 府中市総合計画重点プロジェクト（府中市まち・ひと・しごと 

創生総合戦略）推進協議会会議録（要旨） 

 

■開催日時 令和５年７月１８日（火）午後３時～午後５時 

■開催場所 府中市役所西庁舎３階 第２～４委員会室 

■出席委員 ７名（５０音順） 

 伊浪委員、榎本委員、金子委員、小島委員、髙橋委員、中島副会長、

藤江会長 

■欠席委員 １名 

 山口委員 

■出席説明員等 

 佐々木政策経営部行政改革担当参事兼行政経営課長、 

大木行政経営課長補佐、橋本行政経営課主査 

（生活環境部）三浦産業振興課長、山下産業振興課長補佐、清水観光 

プロモーション課長、瀬野観光プロモーション課事業推進係長 

（文化スポーツ部）鈴木文化生涯学習課長、斎藤文化生涯学習課長 

補佐、江口ふるさと文化財課長、廣瀨ふるさと文化財課長補佐、 

目黒スポーツタウン推進課長、塚本スポーツタウン推進課長補佐 

（都市整備部）轟道路課長、直井道路課長補佐、安藤道路課主任 

（まちづくり拠点整備推進本部）日原まちづくり拠点整備推進本部長、 

伊藤府中基地跡地留保地整備担当主幹 

■傍聴者 なし 

■議事日程 

１ 開会 

２ 審議事項 

 (1) 府中市総合計画重点プロジェクト（府中市まち・ひと・しごと 

創生総合戦略）推進協議会の会議の公開について 

 (2) 府中市総合計画重点プロジェクト（府中市まち・ひと・しごと 

創生総合戦略）の進捗状況の評価について 

  （対象：プロジェクト３、１０事務事業） 

３ その他 

  



 

-2- 

■会議録（要旨） 

 

○藤江会長 ただいまから、第１回府中市総合計画重点プロジェクト

（府中市まち・ひと・しごと創生総合戦略）推進協議会をはじめます。

事務局から本日の委員の出席状況を報告してください。 

 

○事務局 出席状況を報告します。 

（出席状況及び会議有効成立の報告） 

 

○藤江会長 次に、事務局から本日の傍聴希望の状況を報告してくださ

い。 

 

○事務局 本日、傍聴希望者はいません。 

 

○藤江会長 次に、事務局から本日の配布資料を説明してください。 

 

○事務局 資料は、本日机上に配布している４点となります。 

（配布資料の確認） 

 

審議事項 

（１）府中市総合計画重点プロジェクト（府中市まち・ひと・しごと創

生総合戦略）推進協議会の会議の公開について 

○藤江会長 事務局から資料に基づく説明がありました。ご意見・ご質

問がありましたら、お願いします。 

 

（挙手及び発言なし） 

 

○藤江会長 それでは、原案のとおり昨年度の協議会の取り扱いから変

更することとして決定します。 

 

（２）「府中市総合計画重点プロジェクト（府中市まち・ひと・しごと創

生総合戦略）の進捗状況の評価について 

○藤江会長 まず、事務局から資料の説明をしてください。 

 

○事務局 配布資料１－２、１－３を用いて説明します。 

（事務事業評価シート（重点プロジェクト対象事業）と外部評価シート

（プロジェクト３）について説明） 

 

○藤江会長 事務局から資料に基づく説明がありました。 

 審議の進め方は、事務事業ごとにまず担当課から自己評価におけるポ
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イントを説明してもらいます。次に、担当委員による評価の後、その他

の委員から意見等があれば発言してもらい、最後に協議会としての評価

を決定したいと思います。なお、実際に今年度評価を行った結果、見直

し・改善点があれば、次年度以降に活かしていきたいと考えています。 

 それでは、本日は「プロジェクト３」の各事務事業について確認して

いきます。まず、№２２「けやき並木周辺整備事業」の担当課から、評

価におけるポイントを説明してください。 

 

○担当課 本事業の指標は道路の完成率で、宮西町地区道路整備計画に

おける計画路線の総延長約１，２２１．１ｍのうち、完成延長が   

８０．１ｍであることから、完成率６．６％となっています。なお、道

路の築造工事を行う前段として、まず道路用地の取得が必要となります

が、各地権者のご意向もあり、この４年の間に工事着手することは困難

であると判断しており、完成率は上昇しないとして記載しています。 

 次に、令和４年度の実績・評価ですが、各路線とも年度当初に策定し

た業務計画に基づく各種取組を実施するとともに、各地権者のご意向に

配慮した丁寧な事業説明を行うことで、事業の理解を得ることができま

した。特に、市道４－１１号および市道４－１２号については、計画道

路区域を決定したことから、今年度から用地取得を進めていきます。 

 また、令和６年度における事業の位置付けは、道路用地の取得には各

地権者の意向が大きく影響することから、交渉には大変時間を要するこ

とでもあり、粘り強く継続していくとともに、時期を捉えた適切な訪問

を行っていきたいと考え、「Ｂ１ 現状のまま継続」としています。 

 最後に本事業の位置付けは、けやき並木通りの東側は再開発事業によ

る賑わいの創出、西側は狭隘な道路が点在しているため、区画整理的な

インフラ整備を進めることとした中心市街地にふさわしい府中駅南口の

まちづくりを進めるための事業です。 

 

○藤江会長 担当委員から評価をお願いします。 

 

○小島委員 この事業を進めるに当たって事業自体の是非についての議

論があってのことなのか、それとも事業ありきで地権者の方との交渉が

進んでいるのかが見えなかったので、評価ができなかった。 

 

○髙橋委員 適切に対応していると思うので、Ａ評価とした。用地取得

には非常に時間がかかるとのことなので、上手くいかなかった点を引き

続き精査し、今後につなげてもらいたい。 

 

○藤江会長 具体的な整備計画はありますか。 
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○担当課 用地取得ありきの計画であり、いつまでに道路を整備するか

を明確に計画の中で定めておらず、整備する道路の築造を実現するため

に、粘り強く用地交渉を進めているところです。 

 

○小島委員 私自身、別の場所で経験したことだが、住民の思いを含め

て事業自体が必ずしも必要なのかといった議論がなく、事業を進めるこ

とありきで用地交渉を進めた事例があった。用地交渉が難航しているの

は、賛同されていない方もいるのではないかと背景が気になった。 

 

○藤江会長 昨年度の協議会でも、担当課から住民のほかに法人など

様々な地権者がいることや、総合計画重点プロジェクトの事業であるこ

とについての説明があり、その辺りは納得されているという認識です。 

 

○小島委員 地権者はどのくらいの人数がいるのか。 

 

○担当課 手元に詳細な資料はありませんが、全７路線の買収対象の面

積が約３，８００㎡となり、元々町場だったことから個人商店も多くあ

り、一つ一つ丁寧に事業の説明をしながら進めています。 

 

○藤江会長 それでは評価に移りますが、担当委員１名は評価できなか

った、もう１名はＡ評価としています。改めて担当課からも詳しい説明

がありましたので、この協議会評価は「Ａ 見直しの必要なし」として

よろしいですか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○藤江会長 それでは、次に№２３「中心市街地活性化ビジョン推進事

業」について、担当課から説明をお願いします。 

 

○担当課 本事業の指標は、けやき並木通りの活用日数を設定し、基準

値３９日に対して令和４年度の実績は４５日でしたので、概ね計画通り

に実施できていると捉えています。次にＰＤＣＡサイクルの確認と評価

改善の方針について、令和４年度の実績は記載の事業のほか、けやき並

木通りが車両通行止めとなる日曜・祝日に、けやき並木通りや府中スカ

イナードに椅子を並べてご利用いただくけやき並木ストリートテラスの

開催や、けやき並木通りや府中スカイナードの公共空間の活用を図るた

め、実証実験を行いました。 

 これらの取組による令和４年度評価は、コロナ禍でしたが様々なイベ

ントや事業が再開され、街のにぎわいが少しずつ戻ってきました。中心

市街地活性化ビジョン推進事業についても、感染症対策を講じながら、
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概ね予定していた事業が実施でき、中心市街地のにぎわいの創出に一定

の効果があったものと捉えています。 

 最後に令和６年度における事業の位置付けと今後の方向性ですが、本

市の顔でもあるけやき並木通りをはじめとする中心市街地の活性化につ

いては、引き続き中心市街地活性化ビジョンに掲げる各種事業について、

市民や事業者等の多様な主体と連携して取り組む必要があるものと捉え

ています。これらを踏まえ、主管課として個別の事業は実施状況を踏ま

えた効果検証を行い、必要に応じて見直しを行いながら効率的かつ効果

的な事業を推進する必要がありますが、中心市街地ビジョン推進事業全

体としては、現状のまま継続すべき事業と考えています。 

 

○藤江会長 担当委員から評価をお願いします。 

 

○髙橋委員 適切に対応しているので、Ａ評価とした。一方で、新型コ

ロナの５類移行前においても指標が計画を上回っているので、その要因

をしっかり検証をして今後の事業遂行につなげてもらいたい。必要であ

れば計画値の見直しなどを検討するのと、具体的な形は分からないが、

広報活動等を含めてまちづくり府中などと連携しながら、より強力に進

めてもらいたい。 

 

○小島委員 Ａ評価とした。 

 

○藤江会長 コロナ禍でも指標が計画値を上回ったことについて、担当

課ではどのように分析していますか。 

 

○担当課 一般社団法人まちづくり府中のストリートテラスの事業につ

いて、当初は参加者が少ないことを予想して開催予定がなかった８月の

暑い時期や冬の寒い時期についても、今後の活用を見据えて試験的に実

施をしたことが要因と捉えています。 

 

○藤江会長 協議会評価については、担当委員２名ともＡ評価としてい

ますので、「Ａ 見直しの必要なし」としてもよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○藤江会長 それでは、次に№２４「武蔵国府跡保存活用事業」につい

て、担当課から説明をお願いします。 

 

○担当課 本事業は、本市の市名の由来でもあります古代武蔵国の国府

が置かれた場所である国史跡国府跡のうち、国士舘司館地区の第２期整
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備を計画的に進めるものです。まず、担当委員からの評価の理由に基づ

き、４８ページの最下段、事業の位置付けの詳細と今後の方向性として、

第２期整備に必要な機能の内容について補足説明します。 

 国士舘司館地区は、ＪＲ府中本町駅前にある国史跡の一部であり、奈

良平安時代に都から赴任してきた役人の居宅兼執務室であることが、発

掘調査で明らかになっています。この場所について、２期に分けて活用

整備事業を進め、平成３０年度に第１期整備を行い、現在、第２期整備

事業に取り組んでいます。第２期整備では、地元市民や議会から強い要

望をいただいており、史跡の保存だけでなく、駅前という立地を生かし

年間を通じて賑わいを創出するための整備を行うことが必要で、歴史的

価値を高めることと、賑わいの創出の両立が必要な機能となり、これが

事業の位置付けです。 

 今後の方向性ですが、本地区が中心市街地活性化基本計画のエリア内

でもあることから、まちづくり府中にも協力いただき、大規模な施設で

はなく、日常使いの充実とイベントを中心としたソフト面を重視した第

２期整備を行っていくことが必要と考えています。 

 次に、４７ページの指標の考え方ですが、指標の事業推移は、令和４

年度から６年度の３年間は、実証実験としてのイベントの開催としてい

ます。令和３年度に年 1 回イベントを行い、５％、令和４年度は年２回

開催したので、１０％としています。さらに令和５年度は４回程度、 

２０％を目標とし、令和６年度は６回程度を目標として、進捗率２５％

と設定しています。なお、令和７年度からはイベントの実施を踏まえて、

具体的な基本計画設計に入っていきますので、４０％の進捗率を想定し、

その後は、設計から施工に至りますので、進捗率が急激に高くなると予

想してこのような計画としています。 

 従来国の史跡は保存が第一であり施設を建築することはできませんが、

文化庁とも協議の上、計画を進めています。中心市街地活性化基本計画

のエリア内で、市民からの強い要望も踏まえ、賑わいの創出に向けて、

昨年度はナイトビアガーデン、先日は競馬場花火大会でも臨時に開園し、

２，０００人近い来場があるなど、広く活用していただけるようになっ

てきました。今後も民間活力を用いたイベントを蓄積していきながら、

より多くの市民に知ってもらい、親しんでもらい、年間を通した賑わい

を創出する整備事業を進めていきたいと考えています。 

 

○藤江会長 担当委員から評価をお願いします。 

 

○小島委員 事前に提出した資料ではＢ評価としたが、今の説明でよく

分かったので、Ａ評価に変更する。 

 

○髙橋委員 適切に対応しているので、Ａ評価とした。 
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○榎本委員 私が関わっている大きな音楽イベントで、例えばビッグバ

ンドが出られるような屋根付きのステージを設置できる場所を探してい

るが、今後、そういったことができる可能性はあるのか。 

 

○担当課 当該地は国の史跡のため、工事を行う際は国の現状変更が必

要になります。その現状変更で認められる行為は、国の史跡を正しく理

解するための施設としての許可になるので、単に賑わいを創出するとい

う理由だけでは、許可は難しいです。 

 しかし、文化庁の方でも、府中本町の駅前にあることを十分に評価し

ていただいていて、可能な範囲で施設の設置に向けて協議を進めていま

す。現在仮設のテントを設置し、どのようなニーズがあるのかの検証を

進めていますので、それらの成果を踏まえて、基本設計・実施設計を作

成していく方向で検討しています。 

 

○藤江会長 評価の修正もあり担当委員２名ともＡ評価になりましたの

で、協議会評価については、「Ａ 見直しの必要なし」としてもよろしい

でしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○藤江会長 それでは、次に№２５「分倍河原駅周辺整備事業」につい

て、担当課から説明をお願いします。 

 

○担当課 ５０ページのＰＤＣＡサイクルの確認と評価の改善方針の令

和４年度の実績の中に、鉄道事業者と基本協定の締結の記載があります

が、南武線と京王線が交差する分倍河原駅は、市が進めるまちづくりと

一体的に整備が必要となり、ＪＲ東日本及び京王電鉄の２社と長年にわ

たり協議を進めてきた結果、令和４年９月にまちづくりと駅施設の整備

を一体的に取り組む基本協定を締結することができました。 

 この協定は、鉄道事業者が事業化の意思決定を示した大変重要な手続

であり、今までの計画段階から、今後は事業段階へ移行するターニング

ポイントとなります。これを踏まえ、令和５年度から駅施設を含む基盤

整備の基本設計に着手していきます。 

 また、事業用地取得に向けた測量の実施ですが、事業推進には用地買

収が必要不可欠となることから、対象となる権利者の方々には、数年前

から継続的に意向調査を実施してきました。この結果、現時点で用地買

収の前提条件となる用地測量は計画的に進んでおり、その後は本格的な

補償算定に移行してまいります。 

 今後、鉄道事業者や土地建物所有者との協議が本格化していきますの
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で、事業の必要性など、総論の徹底に努めながら、各論に対応していき

たいと考えています。 

 

○藤江会長 担当委員から評価をお願いします。 

 

○金子委員 事業用地の向けた権利者との交渉など事業の困難性を踏ま

え、Ａ評価とした。 

 

○高橋委員 施策の推進に向けて、ステークホルダーとの協議、検討が

計画的に進捗しているのでＡ評価とした。 

 

○藤江会長 協議会評価については、担当委員２名ともＡ評価としてい

ますので、「Ａ 見直しの必要なし」としてもよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○藤江会長 それでは、次に№２６「府中基地跡地留保地周辺地区まち

づくり事業」について、担当課から説明をお願いします。 

 

○担当課 本事業は令和２年３月に国に提出した利用計画に基づき、土

地利用の実現に向け手続を進めてきましたが、大きな転換期として、令

和３年９月の米軍通信施設の返還がありました。この返還は、平成８年

に国や都に対し早期返還の要望書を提出して以来、幾度にもわたり返還

要望を行ってきましたが、関係者の方のご尽力もあり、本市が待望して

いた返還に至った経緯があります。 

 現行の利用計画では、米軍通信施設の場所は留保地の中心部に位置す

るため、土地利用に当たって大きな影響を与えることとなっていました

が、現在では本市に残された最後の約１６ヘクタールの広大な敷地につ

いて、一体利用の検討ができる環境が整ったため、さらに良好な土地利

用となるよう取り組んでいるところです。 

 今後の方向性は、良好な拠点整備の早期実現に向け、引き続き令和６

年度中の利用計画の見直しを大きな節目の一つとして目指すものです。 

 

○藤江会長 担当委員から評価をお願いします。 

 

○金子委員 担当課からの説明にもあったとおり、良好な１６ヘクター

ルの土地をうまく活用してもらい、よりよい府中にしてもらいたいとの

思いから、Ａ評価とした。 

 

○高橋委員 米軍からの返還といった大きな変化にしっかりと対応しな
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がら進めているので、Ａ評価とした。 

 

○藤江会長 協議会評価については、担当委員２名ともＡ評価としてい

ますので、「Ａ 見直しの必要なし」としてもよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○藤江会長 それでは、次に№２７「総合体育館移転関連事業」につい

て、担当課から説明をお願いします。 

 

○担当課 本事業の指標は、総合体育館の移転に関する市民意見を収集

するイベント等の実施回数を指標としており、令和４年度については、

総合体育館を含めた文化スポーツ施設の将来のあり方を検討するため、

関係課が中心となって実施したワークショップ等の事業に対して必要な

協力を行ってきました。 

 令和４年度の具体的な取組は、大学生や高校生などの属性別ワークシ

ョップや、ボールふれあいフェスタなどのイベントに出展し、新たな総

合体育館に期待することなど文化・スポーツ施設に対する市民の意見を

広く集める機会に協力を行いました。 

 この中でいただいた意見としては、バリアフリーの対応やパラスポー

ツでもできる体育館にして欲しい、トップリーグや各競技を実施する上

で、公式規格に準拠した施設とすべきなど、市民から関係団体まで幅広

く意見をいただくことで、総合体育館に期待することなどを確認できた

ものと捉えています。 

 令和６年度も、関係課が中心となって実施するワークショップなどに

必要な協力を引き続き行う中で、市民の意見などを捉えていきたいと考

えており、その上で令和６年度に文化スポーツ施設のあり方として、今

後の方向性を策定する予定です。 

 今後は当該方向性を踏まえ、新たな総合体育館に必要な機能の整理や

規模、施設の運営手法などの検討を進めたいと考えています。 

 

○藤江会長 担当委員から評価をお願いします。 

 

○金子委員 この事業は市民に身近な体育館ということで担当課からも

説明があったが、市民ニーズをしっかりと把握し、それを踏まえて進め

てもらいたいので、Ａ評価とした。 

 

○髙橋委員 Ａ評価とした。近隣に武蔵野の森総合スポーツプラザもあ

るので、同じようなものするのか、それとも府中市の特性を引き出した

施設にするのかなど、上手く市民ニーズを捉えながら、引き続き必要な
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機能の整理等に取り組んでもらいたい。 

 

○中島副会長 令和４年度事業費の予算現額と決算見込額が０円の理由

を教えてほしい。 

 

○担当課 現在、本市ではこの総合体育館も含めて文化・スポーツ施設

全体のあり方を検討している状況であり、その検討はスポーツタウン推

進課ではなく別の部署が予算を計上・執行しているため、当課としては

事業額が０円となっています。令和６年度に全体論が出た後に、総合体

育館の個別計画を検討する流れですので、その際に当課で予算を計上す

る予定です。 

 

○藤江会長 今後の方向性に、災害時に必要な機能なども考慮して検討

を進めていくと記載があり、直感的に避難場所であることは分かるが、

そのほかに想定していることや機能として求められているものがあれば

教えてください。 

 

○担当課 防災上の必要な機能について、現在の多摩川沿いの総合体育

館は、令和元年東日本台風で浸水し、電源機能を失って１年間休止した

経緯があることから、新たな総合体育館には非常用の発電などの設備の

充実が求められています。また、避難場所になる学校にも備えられてい

る空調設備のほか、今後は太陽光発電などの環境面にも配慮した設備の

導入など、検討を進めていきます。 

 

○伊浪委員 指標の数値について、令和４年度実績値から令和５年度計

画値が減っている理由を教えてほしい。 

 

○担当課 昨年度は、文化・スポーツ施設全体の計画の作成にあたって

多くの市民の方からご意見・ご要望をお聞きする段階であり、本年度以

降は集めたご意見等を踏まえ、計画作成の実務に徐々に移行していく流

れを想定していますので、令和４年度に比べて令和５年度以降はイベン

ト等の実施回数が減少しています。 

 

○藤江会長 協議会評価については、担当委員２名ともＡ評価としてい

ますので、「Ａ 見直しの必要なし」としてもよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○藤江会長 それでは、次に№２８「トップチーム等連携事業」につい

て、担当課から説明をお願いします。 
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○担当課 本事業の指標は、市内トップチーム等と連携して実施した事

業数を指標としており、令和４年度は、市内に活動拠点を置くトップチ

ームとして、サッカーのＦＣ東京、バスケットボールのアルバルク東京、

ラグビーチームの東芝・サントリー両チーム、またフットサルの府中ア

スレティックフットボールクラブに加え、新たな連携相手として、読売

ジャイアンツ女子チームを加えた６チームと関係課が連携して取組を進

めた結果、計画どおり５０件の事業を実施しました。 

 令和４年度の具体的な取組は、当課で実施しているトップチーム及び

関係競技団体と連携して実施するボールふれあいフェスタを、スポーツ

を活用したまちの賑わいにもつなげるため、従来の郷土の森総合体育館

からけやき並木に会場を移して実施することで、スポーツを通じたまち

の交流や賑わいの醸成を図ったほか、ＦＣ東京の長友選手がサッカーワ

ールドカップに日本代表として出場したこともありましたので、パブリ

ックビューイングを実施しました。また、ラグビー両チームと連携した

ラグビーのまち推進事業など、スポーツ部門のみならず福祉や教育部門

等とも全庁的に連携して取組を進めています。 

 令和６年度についても、引き続きトップチーム連絡会を中心に本市と

各チームとの情報共有や連携を深め、スポーツを活用したシティプロモ

ーションの推進をはじめ、スポーツ振興とともに、市内スポーツ人口の

裾野の拡大、地域の一体化の醸成を目指した取組を進めていきたいと考

えています。 

 

○藤江会長 担当委員から評価をお願いします。 

 

○中島副会長 評価に関しては、現状のまま継続してもらいたいので、

Ａ評価とした。また、評価理由に質問の形で記載したトップチームがど

のスポーツを指すのかについては、６つと説明があったので理解した。 

 それに関連して、例えば令和４年度のパブリックビューイングにはサ

ッカーの記載があるが令和５年度には記載がないなど、取組と対象スポ

ーツの記載の有無について、意図的なのか記載漏れなのかが分からない

ので教えてもらいたい。 

 

○髙橋委員 適切に対応しているため、Ａ評価とした。 

 

○担当課 取組の対象種目などが記載されていない点については、今後

改善したいと考えていますが、その中でもボールふれあいフェスタにつ

いては、市内を活動拠点とする６つのトップチーム全てが参加する中核

となる事業となります。また、パブリックビューイングの実績にサッカ

ーの記載がある一方、令和５年度の予定には記載がない理由については、
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対象の試合によっては深夜早朝に試合が開催される可能性があるため、

事業の実施が難しい状況があるものについては記載していません。 

 

○中島副会長 理解した。ボールふれあいフェスタが中核的な事業との

ことなので、６つのトップチームの内訳とその全てがボールふれあいフ

ェスタに参加していることを記載してもらいたい。 

 

○藤江会長 記載についての要望がありましたが、協議会評価について

は、担当委員２名ともＡ評価としていますので、「Ａ 見直しの必要なし」

としてもよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○藤江会長 それでは、次に№２９「観光資源の活用・創出による地域

活性化（観光振興事業）」について、担当課から説明をお願いします。 

 

○担当課 令和４年度指標について、計画値が０のところ実績値が２に

なっている理由を説明します。元になる観光振興プランの中で、ヒト・

モノ・コトを市内外の人々の交流を促すストーリー性のあるコンテンツ

や拠点作りなどの施策の展開を図るという形で進めていまして、その中

で実際に計画していたのが、Ｒ４年度実績（Ｄｏ）の部分です。 

 下から３行目の観光まちづくり推進事業の中で、大國魂神社やその摂

社・末社ゆかりのストーリーと観光資源とをつなげたコースで市内を巡

るデジタルスタンプラリーの実施と、ＳＤＧｓ教育旅行（修学旅行）コ

ンテンツの造成が実績２の内訳です。 

 こちら２つともに地域の企業、学校、その他関係団体と各分野の方の

協力が必要であり、コロナ禍で各主体との調整が困難であることを想定

し、令和４年度については計画値を０としましたが、皆さん非常に協力

的であったため、スムーズに進捗して２つのコンテンツを造成すること

ができました。 

 このため、現時点で令和７年度の計画値を達成している状況ですが、

本事業は１年間の限定的・単発的な取組を想定しておらず、また、累計

件数の大幅な増加を目指すものでもありません。観光振興プランに掲げ

るリーディングプロジェクト推進の目的として、造成したコンテンツの

磨き上げや、内容の充実、継続していくことを想定してます。 

 なお、令和６年度の事業については、今後開催予定の観光振興連絡会

のワーキンググループにおいて、市内の観光関連団体等と検討して決め

るため、現時点では具体的にお伝えできませんが、普段なかなか入れな

い場所、会えない人など付加価値をつけたバックヤードツアーのような

特別な体験コンテンツの方向性で調整を進めています。 
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 次に、指標②のフィルムコミッション事業撮影実施件数について、令

和４年度の計画値９０に対して実績値が１２１となり、こちらも令和７

年度の計画値を達成している状況ですが、要因としては、コロナ禍の令

和２、３年度は近隣自治体がフィルムコミッションの受け入れを中止し

ていた中、府中市は、映像制作会社に新型コロナ対策を徹底してもらっ

た上で、映像制作に取り組んでもらう方針を強く打ち出していたため、

計画値を上回りました。 

 なお、撮影に関する相談件数については、令和３年度は約５６０件あ

りましたが、昨年度後半の新型コロナが落ち着き始めた頃から他の自治

体も受け入れを再開したことも影響し、令和４年度は４９６件に減少し

ています。こうしたことから、令和４年度の実績はイレギュラーである

と捉えており、このペースで計画値を増やしていくことは現実的ではな

いと考えています。現時点では、新型コロナ後の制作会社のニーズは非

常に不透明な状況ですので、当面は状況を注視し、必要であれば計画値

の見直しを検討していきます。 

 

○藤江会長 担当委員から評価をお願いします。 

 

○中島副会長 資料確認の段階ではＢ評価としたが、担当課の説明を受

け、Ａ評価に変更する。令和４年度の実績値がコロナ禍によるイレギュ

ラーで数値が高くなったことは、資料に追記してほしい。 

 

○髙橋委員 私も今の説明を受け、Ａ評価に変更する。引き続き、積極

的な事業展開を期待する。 

 

○藤江会長 担当の両委員から、担当課の説明を受けてＡ評価に修正す

ると発言がありました。記載の追記要望がありましたが、協議会評価に

ついては、「Ａ 見直しの必要なし」としてもよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○藤江会長 それでは、次に№３０「観光資源の活用・創出による地域

活性化（観光情報施設管理運営事業）」について、担当課から説明をお願

いします。 

 

○担当課 本事業の指標は２つとも計画値どおりでした。観光情報セン

タースタッフは、勤続年数が長い方が非常に多く、この方たちのスキル

に頼ってしまうところがあります。昨年度は、１名が退職され、新たに

１名を採用しました。利用者からの相談は多岐に渡り、一朝一夕で身に

付くものではないため、現在のスタッフに、将来的な勤務計画なども適
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宜伺いながら、安定した施設の運営に努めていきます。 

 令和４年度における観光情報センター及び郷土の森観光物産館は、コ

ロナ禍前と同様の運営を行うことができ、利用者数も概ねコロナ禍以前

の水準まで回復しています。また、令和４年度より府中駅北口改札前の

情報発信施設が政策課から移管され、くらやみ祭りのＰＲトークショー

の他、府中囃子やジャズのライブイベント、ちはやふるとのコラボカフ

ェなど、スポーツ分野に限定せず、様々な観光資源を活用した情報発信

に努めてきました。 

 同施設の令和４年度の利用者数は５３，１９８人で、令和３年度比 

１１０％となります。新型コロナが５類に移行したことにより、国内外

から多くの観光客が訪れることを期待していますが、施設規模の都合上、

どうしても一度に出勤するスタッフの人数を増やすことが困難であるた

め、限られた施設空間の中で、安全安心にご利用いただけるよう配慮し

ていきます。 

 また令和６年度は、市制施行７０周年の記念すべき年で、様々な団体

により様々なイベントが行われると思いますので、当課が所管する観光

情報センターや郷土の森観光情報センター、府中駅北口改札前情報発信

施設において、積極的なＰＲを図っていきたいと考えています。 

 

○藤江会長 担当委員から評価をお願いします。 

 

○中島副会長 指標について、大きく数値が変動するものではないこと

を担当課の説明を聞いて改めて理解したので、Ａ評価から変更はない。

ただ、今後の方向性に記載がある「令和４年に策定した観光振興プラン

との整合性を図りながら」の部分は、その観光振興プランを軸に考える

必要があるのかを確認したい。このプランは、何年かに１回策定される

もので、それがたまたま令和４年度だったのか、あるいは毎年見直され

るものだが、令和４年度を基準に整合性を図るのかによって、意味合い

が変わると思う。 

 

○髙橋委員 Ｂ評価とした。観光情報センターのスタッフの人数を指標

に設定しているが、成功の要因がベテランスタッフのスキルに依存する

部分が大きいので、今後の方向性などに安定的に事業を継続していくた

めに将来の勤務計画などを考慮するなど、具体的に明記する必要がある

と思う。 

 

○担当課 まず、観光振興プランの計画期間ですが、本プランは第７次

府中市総合計画と同様に、令和４年度から１１年度までの８年間の計画

です。また、見直しのタイミングについては、中間年度の令和７年度に

中間評価及び必要に応じて見直しを行います。 
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 次に、観光情報センターの勤続年数が長いスタッフに頼るところが多

いという意見に関しては、運営している観光協会及び市でも課題に感じ

ていますので、将来的に安定した運営を行っていくために必要なことと

して、改めて観光協会と協議を進めていきたいと考えています。 

 

○藤江会長 この事業は担当委員の評価が分かれているので、協議会と

しての評価を一本化したいと思いますが、何かご意見などはありますか。 

 

○髙橋委員 担当課から観光協会と協議していくと説明があったが、そ

ういった問題意識を持ってもらえるのであれば、私の評価をＡ評価に変

更してもよい。 

 

○中島副会長 この観光振興プランは第何次のものか。 

 

○担当課 観光振興プランは、第何次と冠を掲げてはいませんが、数で

言えば３つ目になります。当初計画を策定した後に、ラグビーワールド

カップや東京オリンピックがあることを踏まえて一部改訂を行っており、

それが令和３年度までの計画となります。その後、今回の令和４年度か

らの観光振興プランを策定しました。 

 

○中島副会長 それであれば、どの観光振興プランを指しているのか誤

解がないように期間等を追記してもらいたい。 

 

○藤江会長 それでは、髙橋委員からＡ評価に修正する考えも示しても

らったので、協議会評価については、「Ａ 見直しの必要なし」としても

よろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○藤江会長 それでは、最後に№３１「府中の森芸術劇場管理運営事業」

について、担当課から説明をお願いします。 

 

○担当課 本事業は、府中の森芸術劇場の本館及び分館の維持管理運営、

それから老朽化に伴う大規模改修等の施設整備という内容です。 

 ２の指標ですが、芸術劇場本館の建物や備品等の保守点検の項目数の

ほか、令和６年度に建物を休館して実施する大規模改修に向けた業務の

進捗を指標としており、いずれも計画通りに業務を実施完了することが

できました。 

 次に、４の事業費の事前にいただいた予算執行率に関する質問につい

て回答します。令和４年度の予算執行率が相対的に低い理由と、令和５
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年度は１００％になる見込みがあるかについて、本日、資料の執行率を

９３％に修正させていただきました。芸術劇場を維持管理運営するため

の財源として、市が支払いをしている指定管理料や、施設の利用料金収

入がありますが、光熱水費や修繕費、警備費用、管理運営に携わる職員

の人件費等をもとに、施設の維持管理に係る歳出の経費を算出し、利用

料金収入等で賄えない部分を指定管理料として支払う仕組みになってい

ます。 

 また、指定管理料は年度終了時に精算をすることとしています。この

ような中で、令和４年度末の指定管理料の積算において、当初予算編成

時の見込みより利用料金収入が多かったことや、職員体制の変更によっ

て人件費が減となったことから、指定管理料の返還分が多くありました。 

 さらに、執行率に影響を及ぼしたもう一つの要因として、令和４年度

は電気ガスの高騰により維持管理に係る費用が不足する可能性があった

ため、指定管理料の上乗せという形で、年度途中に補正予算を組みまし

た。しかし、最終的に見込みより費用がかからなかったため、執行残が

生じたことから、執行率は１００％に達さず９３％となりました。 

 続いて、令和５年度の見込みですが、令和５年度は毎年の指定管理料

等の費用に加え、改修工事に係る契約を行うこととしており、前払い金

の支払いを予算として計上していますが、入札の落札率によって執行率

に影響が及ぶため、現時点では見込みが立てられない状況であり、事前

に質問いただいた回答は以上です。 

 資料に戻りまして、令和４年度の実績及び評価ですが、施設管理運営

委託のほか、劇場本館では改修に伴う実施設計等を行いましたので、そ

の旨を記載しています。最後に、令和６年度における事業の位置付けで

すが、芸術劇場本館において１年間かけて改修工事を実施することから

重点・拡大して継続としています。 

 

○中島副会長 Ａ評価とした。事務局への質問で、事業によっては執行

率が１００％より低い方がいい場合もあるのか。例えば№２２「けやき

並木周辺整備事業」は６４％だが、用地買収の話を聞いているとそうい

うこともあり得ると思うし、評価する側としては、どこまでこの執行率

を見た方がいいのか。我々の感覚からすると、事業費を使わないと次の

年に削減されるイメージもあるし、また、事業内容次第なので評価では

考慮しなくてもいいなど、その部分を確認したい。 

 

○髙橋委員 適切に対応しているため、Ａ評価とした。 

 

○藤江会長 事業の評価は、担当の両委員とも見直しの必要なしと一致

していますが、中島副会長から事業費の執行率の扱いについて質問があ

りました。事業によっては、必ずしも１００％がよいとは言い切れない
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かもしれないということで、事務局の見解をお願いします。 

 

○事務局 基本的にはケースバイケースになるので、本日のように担当

課の説明を聞いていただくことで把握いただければと思います。予算執

行については、予算編成時にしっかりと見込みを精査して執行率を１０

０％に近づけることが基本的な財政部門の考えになりますが、個別事業

の事情によっては、１００％でなくてもそれほど問題がないものもある

と思います。 

 今回のように協議会の場でヒアリングしていただく、またはあらかじ

め評価シートに執行率の考え方や説明を記載する欄を設けるなど皆様の

ご意見をお聞きかせいただければと思います。 

 

○藤江会長 このケースでは、担当課として執行率をどのように受け止

めているかを教えてください。 

 

○担当課 当該事業については、先ほどご説明した補正予算での差し引

きのほか、実施設計の業務委託をするにあたって、当初見込んでた予算

額よりも低い金額で契約ができたため、契約差金が生じてその分の減額

補正をしています。 

 このため、当初予算編成の段階でできるだけ無駄のない金額を計上し

た上で、執行していく中での契約状況や社会状況等の変化には、必要に

応じて補正予算を組むという考え方もあると思っていますので、最終的

なこの事業の執行率の９３％については、適切な執行率であると捉えて

います。 

 

○藤江会長 他の指定管理者制度を導入している施設は、同じようなこ

とが起こりうるという理解でよろしいですか。 

 

○担当課 指定管理者制度を導入している施設のうち、精算制を用いて

る施設とそうでない施設がありますので、精算制を用いていれば同様の

ことが生じる可能性がありますが、指定管理との協定の内容によって異

なります。 

 

○藤江会長 それでは、協議会評価については、担当委員２名ともＡ評

価としていますので、「Ａ 見直しの必要なし」としてもよろしいでしょ

うか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○藤江会長 これで、本日予定されていた１０の事務事業について審議



 

-18- 

が終わりました。 

 最後に、次第３の「その他」になりますが、委員の皆さんから他に意

見や質問はないようですが、事務局からは何かありますか。 

 

〇事務局 事務局から２点連絡します。 

 ①次回の開催日程について（７月２０日（木）午後３時から、西庁舎

３階第２～４委員会室） 

 ②次回審議する事業（プロジェクト１の１２事務事業） 

 

○藤江会長 それでは、次回は７月２０日（木）午後３時から開催する

こととし、本日はこれで散会とします。 

 

以上 


